
愛媛県今治市 

企業による社内外国人自主防災組織の
結成と地域防災への参加 

case 25

愛媛県今治市内には複数の有人離島がありますが、その一
つである大島には約 5, 000人が暮らしており、そのうちの約
300人が外国人住民です。高齢化が進むこの地域では、若い
外国人労働者が地元産業における貴重な戦力となっていますが、
近年では地域活動にも積極的に参加しており、特に地域防災の
担い手としての活躍が期待されています。 

船の骨格である「 船体ブロック 」の製造を行う四国電熔工業
有限会社は、全従業員 125名中約 70名が技能実習や特定技能
の在留資格を持つベトナム人です。同社は地域の環境美化活動
などを通じて自治会とのつながりを持ち、また、市と災害に強
い地域づくり応援協定を締結して地域防災にも協力していま
す。以前、会社の近くで火災があった際には、外国人材も協力
して家財の運び出し等を行ったことがありました。こうした経
緯もあり、自治会からの要請を受けて社内に外国人自主防災組
織を結成することになりました。日頃は自治会等が実施する消
火訓練や避難訓練に参加したり、災害時に「 要支援者 」となる
高齢者等に対する支援の担い手として登録をしたりもしていま
す。中には、愛媛県が実施する「 外国人材地域リーダー養成講
座 」を受講し、防災に限らずさまざまな地域活動に参加をして
いる人もいます。 

こうした取り組みは、地域住民や行政から歓迎されるだけで
なく、外国人材にとっても地域への愛着を高め、一人の社会人
としての誇りを持つことにもなります。今後、特定技能 2号に
なり、家族の呼び寄せを希望する人も増えてくることが予想さ

兵庫県神戸市

阪神・淡路大震災を振り返る
～ 外国人支援の視点から～

case 26

① 阪神・淡路大震災時の外国人被災者の背景 

1995年 1月 17日に起きた阪神・淡路大震災は、10市 10
町に暮らす約 8万人の外国籍者をも襲いました。古くからの外
国人集住地域である神戸市などに大きな被害を及ぼし、9か国
174人の外国人が犠牲となりました。震災直後の認知死亡者
数（ 5, 479人 ）を見ると、外国人死亡者の割合が高いと言え
ます。1994年末の日本の在留外国人総数は135万4,011人で、
現在の 40％程度でした。 

被災者は概ね 3つのカテゴリーに分かれます。a） 神戸開港
時からの歴史を持つ華僑や、朝鮮植民地支配を背景として移動
してきた在日コリアンなど世代を重ねて暮らしてきた人々、b） 
永住が想定されるが来日歴が比較的短く言葉や文化の壁が高い
ベトナム難民と呼び寄せ家族、および中国残留邦人帰国者、日
系南米人など、c） 一定期間在留して帰国することが前提の留
学生など。これらの被災者は、経済的困窮や社会での差別や偏
見などの共通課題もあったものの、日本語でのコミュニケー
ションや読み書き能力、高齢化、コミュニティとしての活動な
どの点では必ずしも一様ではなく、課題も異なりました。 

外国人の死亡率を高めた社会的要因は、居住地域の住宅密集
度と強度・脆弱性が関係します。それらは概ね世帯の経済状況
によって決まり、例外的事例は比較的堅牢な公営住宅への入居
でした。人的被害を抑えるためには老朽化した住宅の改修、住
宅密集地域の解消、高齢者や留学生、不安定雇用によって経済

れますが、国内外を問わず新たに地域で暮らし始める人々が地
域に溶け込み、地元住民と共に安全・安心な暮らしを営んでい
くためには、両者をつなぐ仲介役としての企業の役割に大きな
期待が寄せられます。 

徳島県板野郡北島町 

官民連携による
「重層的支援体制整備事業」を活用した地域防災 

case 24

徳島県板野郡北島町健康保険課では、重層的支援体制整備事業
に、地元の（NPO）YOU&ゆうと連携し、取り組んでいます。 

NPO活動のなかで出会った外国人住民が、避難所の場所
や防災訓練の情報が十分に届いていなかった現状に気づき、
2023年 10月に一緒に町の防災訓練に参加しました。そこで、
受入れ側となった町職員も改めて外国人住民の存在を認識し、
出身国によっては地震が起こらないことから防災知識に差があ
ることなどに気がつきました。これをきっかけに、外国人住民
らに災害への備えに関する講座を開いたり、地元住民とつな
がる機会を設けたりしました。2024年 11月には、町の防災
訓練の一環として地元の高校生と一緒に「 外国系住民防災訓練
ツアー」を企画し、ハザードマップの確認や避難体験、AEDを
使った救命救急にも挑戦しました。 

人口規模の大きな自治体や外国人口比率の高い自治体では、
国際課や多文化共生課といった専門部署があったり、外郭団体
としての国際交流協会などが外国人住民施策の中心となってい
たりする場合がありますが、それらは全国的に見ると稀なケー
スと言えます。地方自治法の第 10条 2には、「 住民は、法律の
定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提
供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負
う。」とあります。北島町のように、国籍を問わず、自治体や
NPOが福祉に取り組む中で、住民の一人である外国人にも目
を向け、本人たちを地域防災の輪に巻き込み、共に備えていく
ことは、今後の多文化共生のまちづくりの重要なポイントにな
るでしょう。 
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9998 第2章　各分野の課題と取り組み


